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	 総代会制度について
信用金庫は、会員同士の「相互信頼」と「互恵」の精神を基本理

念に、会員1人1人の意見を最大の価値とする協同組織金融機関
です。従って、会員の出資口数に関係なく、1人1票の議決権を持
ち、総会を通じて当金庫の経営に参加することとなります。しか
し、当金庫では、会員数がたいへん多く、総会の開催は事実上不
可能です。そこで、当金庫では、会員の総意を適正に反映し、充実
した審議を確保するため、総会に代えて総代会制度を採用してお
ります。

この総代会は、決算、取扱業務の決定、理事・監事の選任等の
重要事項を決議する最高意思決定機関です。従って、総代会は総
会と同様に、会員1人1人の意見が当金庫の経営に反映されるよ
う、総代構成のバランス等に配慮し、選任区域ごとに総代候補者
を選考する選考委員会を設け、会員の中から適正な手続きにより
選任された総代により運営されます。

また、当金庫では、総代会に限定することなく、日常の事業活動
を通じて、総代や会員から、ご意見・ご要望を申し受けるなどコミュ
ニケーションを大切にし、さまざまな経営改善に取り組んでおり
ます。

なお、総代会の運営に関するご意見やご要望につきましては、
お近くの営業店までお寄せください。

総代会は会員一人一人の意見を適正に反映するための
開かれた制度です

	 総代とその選任方法
◦総代の任期・定数

◦総代の任期は3年です。
◦ 総代の定数は120人以上150人以下とし、6区の選任区域ご

とに会員数に応じて定められております。
◦総代の選任方法

総代は、会員の代表として会員の総意を当金庫の経営に反映
する重要な役割を担っております。そこで総代の選考は、総代
候補者選考基準に基づき、次の3つの手続きを経て選任され
ます。
◦  総代会の決議により、会員の中から総代候補者選考委員を選

任する。
◦  選考委員会を開催のうえ、総代候補者選考委員が総代候補

者を選考する。
◦ その総代候補者を会員が信任する（異議があれば申し立

てる）。

総代が選任されるまでの手続き

会員
6区の
選考委員
（各地区
3名以上）

総　代
候補者

総　代

総代会
会員の総意を適正に
反映するための制度

①総代会の決議に基づき
理事長が選考委員を委嘱し、
選考委員の氏名を店頭掲示

③理事長は、総代候補者氏名を
店頭掲示し、所定の手続きを経て、
会員の代表として総代を委嘱

決算に関する事項、
理事・監事の選任等
重要事項の決定

②選考委員会を開催のうえ、選考
基準に基づき総代候補者を選考

総代の氏名を店頭に1週間以上掲示

理事長は総代に委嘱
（上記②以下の手続きを経て）

b.欠員（選考を行わない）

当該総代候補者が選任区域の
総代定数の1/2未満

a.b.いずれか選択

a.他の候補者を選考

当該総代候補者が選任区域の
総代定数の1/2以上

•選任区域の会員数の1/3以上の
会員から異議の申出があった
総代候補者

③総代の選任

•会員から異議がない場合
　　　　　 または
•選任区域の会員数の1/3未満の
会員から異議の申出があった
総代候補者

理事長に報告選考委員が総代候補者を選考

異議申出期間（公告後2週間以内）

左記掲示について
北日本新聞に公告

総代候補者の氏名を
1週間以上店頭掲示

②総代候補者の選考

選考委員の氏名を店頭に掲示

総代会の決議により、選任区域ごとに会員のうちから選考委員を委嘱

地区を6区の選任区域に分け、各選任区域ごとに総代の定数を定める。

①総代候補者選考委員の選任



THE TOYAMA SHINKIN BANK REPORT 2023

そ
の
他

資
料
編

と
み
し
ん
概
要

営
業
の
ご
案
内

ト
ピ
ッ
ク
ス
・
あ
ゆ
み

安
心
と
信
頼

方
針
と
業
績

と
み
し
ん
概
要

23

◦総代候補者選考基準
◦当金庫の会員であること。
◦地域における信望が厚く、総代として相応しい80歳までの会

員であること。
◦金庫の理念を良く理解し、金庫との取引も良好であること。
◦地域の情報に通じ、金庫に対する協力者であること。
◦当金庫との取引が不信または解消された場合は、選任しない

ものとする。
◦貸出延滞等、金庫に対し多大な損害を与えた場合、選任しな

いものとする。
◦金庫との訴訟等、利害対立の状態となった場合、選任しない

ものとする。
◦その他総代として相応しくない状態になった場合、選任しな

いものとする。

	 第122期通常総代会の決議事項
2023年6月15日開催の第122期通常総代会において、次の

事項が付議され、それぞれ原案の通り了承されました。
◦報告事項

第122期業務報告、貸借対照表及び損益計算書内容報告
の件

◦決議事項
第1号議案　剰余金処分案承認の件
第2号議案　定款第15条に基づく会員除名の件

	 総代の氏名（敬称略）　（2023年6月末現在）
（注）  丸数字は、2003年度以降の総代就任回数。旧上市信用金

庫総代は、合併時（2011年2月）からの回数。
〔第1区〕 21人

石 本 昭 二 ⑤ 押 川 実 恵 ③ 河上金物株式会社⑧
代表取締役　河上　森

神 田 　 敏 ⑤ 近 藤 秀 樹 ⑥ 近 藤 裕 世 ①

杉 木 泰 博 ⑤ 高 木 悦 郎 ⑧ 髙 野 二 朗 ③

津 幡 清 志 ① 富山スガキ株式会社⑧
代表取締役　須垣貴雄 波 岡 伸 郎 ⑤

野 中 義 夫 ⑥ 野 村 健 造 ③ 長 谷 川 徹 ⑤

藤 木 演 文 ⑤ 宮 田 義 剛 ⑤ 矢 郷 允 康 ③

山 本 倫 郎 ⑧ リードケミカル株式会社⑧
代表取締役社長　中井　環 若 林 啓 介 ⑤

〔第2区〕 21人

市 森 友 明 ① 伊 藤 昭 蔵 ③ 梅 田 ひ ろ 美 ④

岡 田 幸 雄 ③ 黒 田 敏 雄 ⑧ 高 田 順 一 ⑤

竹 島 礼 二 ③ 田 中 　 紀 ⑧ 常 盤 典 靖 ②

戸 田 　 治 ④ 中 川 直 則 ① 南 日 莞 爾 ⑧

橋 本 善 明 ② 林 　 政 範 ⑧ 平 尾 嘉 章 ⑦

藤 川 幸 造 ④ 桝 田 隆 一 郎 ③ 松 下 栄 信 ⑤

翠 田 章 男 ⑤ 安 川 寿 夫 ③ 山 﨑 義 明 ③

〔第3区〕 19人

石 橋 隆 二 ① 井 波 銀 三 ④ 井 山 泰 樹 ④

梅 本 由 紀 子 ③ 江 尻 裕 亮 ③ 小 原 　 修 ②

鈴 木 保 弘 ⑤ 武 内 　 清 ③ 田 畑 正 宏 ①

中 瀬 恭 一 ① 長 濱 清 通 ③ 濱 谷 伸 二 ⑥

林 　 和 夫 ③ 福 島 　 淳 ③ 松 永 真 人 ①

松 原 悠 大 ② 水 谷 貴 子 ③ 山 口 尚 稔 ②

渡 邊 正 文 ④
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〔第4区〕 24人

池 上 一 男 ② 池 上 泰 正 ⑦ 池 田 久 好 ⑤

栗 山 義 憲 ② 小 俣 徳 重 ⑦ 櫻 井 賤 男 ⑤

澤 田 和 秀 ③ 島 田 幸 夫 ⑤ 清 水 克 洋 ①

高 木 　 裕 ① 田 中 龍 郎 ⑧ 中 田 秀 雄 ③

中 野 成 正 ④ 中 村 孝 志 ① 野 村 一 弘 ②

蓮 池 泰 洋 ② 花 方 　 淳 ⑤ 林 　 一 博 ⑥

福 澤 武 典 ④ 堀 江 眞 史 ⑤ 森 元 清 隆 ①

森 元 俊 二 ⑤ 山 本 幸 治 ③ 若 井 英 忠 ⑤

〔第5区〕 21人

網 　 勝 三 ⑦ 稲 田 裕 彦 ⑦ 浦 山 哲 郎 ⑧

織 田 寿 一 ④ 金 井 武 史 ⑧ 栗 山 信 治 ②

黒 崎 春 久 ② 小 谷 哲 二 ⑤ 杉 山 義 継 ②

泉 田 久 昭 ⑦ 髙 田 　 実 ④ 高 寺 　 廣 ⑦

高 波 幹 雄 ⑧ 丹 保 正 敏 ② 寺 﨑 敏 治 ②

林 　 和 彦 ⑧ 平 田 一 弥 ③ 福 井 俊 之 ②

藤 岡 宏 年 ⑤ 松 田 治 男 ② 水 口 和 雄 ⑧

〔第6区〕 23人

石 黒 博 行 ⑤ 井 上 幸 正 ⑤ 碓 井 雅 人 ⑤

岡 本 博 重 ⑤ 小 見 　 保 ⑤ 片 山 浩 之 ⑤

川 尻 優 一 ⑤ 小 柴 順 子 ⑤ 駒 井 周 豪 ⑤

酒 井 淳 一 ⑤ 澤 村 栄 一 ② 菅 原 久 幸 ⑤

髙 田 雄 治 ⑤ 高 平 　 伸 ⑤ 高 平 　 剛 ③

長 川 元 俊 ⑤ 橋 本 　 篤 ⑤ 平 井 節 雄 ⑤

二 川 裕 明 ⑤ 松 井 健 彰 ① 森 﨑 勝 喜 ⑤

山 本 尚 靖 ⑤ 米 井 賢 治 ②

総代の属性別構成比
職業別：  法人・法人代表者 89.9％、個人事業主 5.4％、

個人 4.7％
年代別：  70代以上 51.6％、60代 30.1％、50代 13.5％、

40代 4.0％、30代 0.8%
業種別：  製造業 25.6％、建設業 23.3％、卸売業 10.9％、

小売業 10.9％、サービス業 8.5％、
運輸業 6.2％、不動産業 4.6％、飲食業 0.8％、
その他 9.3％

（注）  業種別の構成比は、法人・法人代表者及び個人事業主に限
ります。
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※営業店組織は支店により多少異なります。

本部組織

営業店組織

総 代 会

理 事 会

理 事 長
監 事 会

常 勤 監 事

常 務 理 事

支 店 長

次 長・代 理

常 勤 理 事

預
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	 事業の組織　（2023年6月末現在）

	 理事及び監事の氏名及び役職名　（2023年6月末現在）

理 事 長（ 代 表 理 事 ）山地　　清

常務理事（ 代 表 理 事 ）鷲塚　一夫

常務理事（営業推進部・総務部担当）梅川　雅之

常務理事（総合企画部長）西方　正弘

常勤理事（本店営業部長）山川　清之

理 事（ 非 常 勤 ）松井秀太郎

理 事（ 非 常 勤 ）武 隈　 律 子

常 勤 監 事 佐 子　 裕 厚

監 事（ 非 常 勤 ）片 口　　 真

監 事（ 非 常 勤 ）山 田　 岩 男

監 事（ 非 常 勤 ）長 田　 小 恵

（※1）

（※1）

（※1）

（※2）

（※1）　  理事　西方正弘、松井秀太郎、武隈律子は、信用金庫業界の「総代会の機能向上策等に関する業界申し合わ
せ」に基づく職員外理事です。

（※2）　監事　長田小恵は信用金庫法第32条第5項に定める員外監事です。
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（2023年6月末現在）

店　番 店舗名 住　　　　所 電話番号
店内キャッシュコーナー営業時間

平　　　日 土　　　曜 日曜・祝日

001 本店営業部 富山市室町通り一丁目1番32号 076-492-7300 8：45～21：00 9：00～17：00 9：00～17：00
003 岩瀬支店 〇 富山市東岩瀬町新川町341番地 076-437-7161 8：45～19：00 9：00～17：00 ―
004 八尾支店 〇 富山市八尾町東町2115番地 076-454-3161 8：45～18：00 ― ―
005 元町支店 富山市元町二丁目3番14号 076-421-8501 8：45～19：00 9：00～17：00 ―

006 橋北支店 富山市総曲輪四丁目3番5号 
（丸の内支店内） 076-415-5061 ― ― ―

009 大沢野支店 〇 富山市長附734番地2 076-467-2361 8：45～19：00 9：00～17：00 9：00～17：00
010 丸の内支店 富山市総曲輪四丁目3番5号 076-423-8833 8：45～19：00 9：00～17：00 9：00～17：00
011 四方支店 〇 富山市四方田町22番地 076-435-1151 8：45～19：00 9：00～17：00 ―
012 奥田支店 〇 富山市永楽町17番12号 076-441-3031 8：45～19：00 9：00～17：00 ―
013 双代町支店 富山市田中町五丁目3番39号 076-424-2281 8：45～19：00 9：00～17：00 ―
014 呉羽支店 富山市呉羽町6569番地 076-436-5131 8：45～19：00 9：00～17：00 9：00～17：00
016 高原町支店 富山市中川原78番地 076-423-1515 8：45～21：00 9：00～21：00 9：00～21：00
017 南富山支店 〇 富山市大町1区中部258番13 076-424-2111 8：45～21：00 9：00～17：00 9：00～17：00
018 高岡支店 〇 高岡市清水町二丁目13番15号 0766-25-0131 8：45～19：00 9：00～17：00 ―
019 豊田支店 〇 富山市犬島七丁目7番15号 076-438-5577 8：45～19：00 9：00～17：00 9：00～17：00
020 藤の木支店 〇 富山市開461番地 076-492-2535 8：45～19：00 9：00～17：00 9：00～17：00
021 婦中支店 富山市婦中町速星87番地の3 076-465-3471 8：45～19：00 9：00～17：00 9：00～17：00
022 堀支店 富山市堀194番地 076-424-0566 8：45～19：00 9：00～17：00 9：00～17：00

023 五福支店 富山市総曲輪四丁目3番5号 
（丸の内支店内） 076-423-3334 ― ― ―

024 東富山支店 富山市中田一丁目5番13号 076-437-5121 8：45～21：00 9：00～17：00 9：00～17：00
032 射水営業部 射水市三ケ1031番地 0766-55-1781 8：45～19：00 9：00～17：00 9：00～17：00
033 射北支店 〇 射水市東明中町5番地の1 0766-86-0501 8：45～19：00 9：00～17：00 9：00～17：00
035 太閤山支店 〇 射水市中太閤山一丁目1番地の15 0766-56-2011 8：45～19：00 9：00～17：00 9：00～17：00
036 大島支店 〇 射水市小島3942番地の2 0766-52-4588 8：45～19：00 9：00～17：00 ―
041 上市営業部 中新川郡上市町法音寺3番地 076-472-1155 8：00～21：00 9：00～17：00 9：00～17：00
042 立山支店 〇 中新川郡立山町五百石103番地2 076-463-1155 8：00～20：00 9：00～17：00 9：00～17：00
043 大山支店 〇 富山市中滝218番地の3 076-483-2255 8：00～20：00 9：00～17：00 9：00～17：00
044 大泉支店 富山市大泉町一丁目1番6号 076-421-1155 8：00～21：00 9：00～17：00 9：00～17：00
045 赤江支店 富山市上赤江町二丁目2番16号 076-433-1155 8：00～21：00 9：00～17：00 9：00～17：00

Ｂ＆Ｌコンサルティング
スクエア

富山市今泉西部町3番地の8
WALビル1F

076-492-7343
0120-127-343 ※店外キャッシュコーナーに記載しています。

〔本　　　部〕　富山市室町通り一丁目1番32号　076-492-7305㈹
〇昼休業導入店舗です。詳しい時間帯はホームページをご覧ください。
※全ての店内キャッシュコーナーにおいて「入金」、「出金」、「振込」、「通帳記帳」が可能です。
※店内キャッシュコーナーは全て「トライネット」、「ゼロネット」の対象となっております。

店舗一覧

営業地区（2023年6月末現在）
富山県全域
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（2023年6月末現在）

店　　　舗
営 業 時 間

トライネット ゼロネット 入　金 振　込 記　帳
平　　　日 土　　　曜 日曜・祝日

富山市

アピタ富山店 9：00～20：00 9：00～20：00 9：00～20：00 ○ ○ ○ ○ ○
アピア 10：00～20：00 10：00～20：00 10：00～20：00 ○ ○ ○ ○ ○
B＆Lコンサルティングスクエア※ 9：00～19：00 9：00～19：00 9：00～19：00 － － ○ － －
モア前 9：00～20：00 9：00～19：00 9：00～19：00 ○ ○ ○ ○ ○

上市町 中町 9：00～19：00 9：00～17：00 ― ○ ○ ○ ○ ○
立山町 スーパーセンターシマヤ立山店 9：00～21：00 9：00～21：00 9：00～21：00 ○ ○ ○ ○ ○
設置施設の休業等により営業をしていない場合がございますのでご注意ください。
※セブン銀行との共同ATMです（法人のキャッシュカードはご利用いただけません）。

「しんきんゼロネットサービス」は、北海道から沖縄までの47都道府県
に設置されている全国の信用金庫ATMを手数料無料で利用できるサー
ビスです。信用金庫のキャッシュカードをお持ちの場合は、全国約2万台
のしんきんATMで利用手数料を支払うことなく、現金の引出し・預入れが
できますので、富山信用金庫のATMが設置されていない地域でも安心し
てご利用いただけます。
ゼロネットサービスタイム

平日 8：45～18：00の入出金
土曜 9：00～14：00の出金
※  上記以外の時間帯および日曜・祝休日にATMを利用される場合には

所定の手数料が必要です。
※  本サービスの対象とならないしんきんATMが一部ございます。

ご利用は、
このステッカーのある
CD・ATMで！

ただし、お振込につきましては、

別途、各信用金庫所定の

振込手数料が必要です。

時間外も、土曜・日曜・祝休日も

CD・ATMの利用手数料ゼロ！
富山県・石川県・福井県に本店を
置く信用金庫のキャッシュカード
は、このステッカーのあるCD・
ATMでご利用手数料が無料で、
いつでも、ご入金・お引出しいた
だけます。

コンビニ
銀　行

ゆうちょ銀行等

とみしんのキャッシュカードなら
コンビニATMなど	
国内ほぼすべてのATMでの入出金手数料が
合計月4回まで
キャッシュバック方式で無料！

金融機関名・業態 残高
照会 出金 入金 記帳 キャッシュカード

振込

富山信用金庫 ◎ ◎ ◎ ◎ △
セブン銀行・ローソン銀行・ 
ゆうちょ銀行 ◎ ○ ○ × ×
セブン銀行・ローソン銀行以外
のコンビニATM ◎ ○ × × ×
北陸3県の信用金庫 ◎ ◎ ◎ ◎ △
北陸3県以外の全国の信用金庫 ◎ ● ● × △
都銀・信託銀・地銀・第二地銀・ 
農協等 ◎ ○ × × △
信用組合・労働金庫 ◎ ○ ○ × △

◎…無料、○…合計月4回まで無料、
●…平日8：45~18：00の入金・出金は無料、土曜日9：00~14：00の出金は無料、
△…所定の振込手数料が必要、×…取扱不可
※ATMによっては、機能変更等により通帳記帳できない場合があります。
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	 役職員の報酬体系について
1．対象役員

当金庫における報酬体系の開示対象となる「対象役員」は、常
勤理事及び常勤監事をいいます。対象役員に対する報酬等は、職
務執行の対価として支払う「基本報酬」及び「賞与」、在任期間中
の職務執行及び特別功労の対価として退任時に支払う「退職慰労
金」で構成されております。

⑴報酬体系の概要
【基本報酬及び賞与】

非常勤を含む全役員の基本報酬及び賞与につきましては、総代会
において、理事全員及び監事全員それぞれの支払総額の最高限度額
を決定しております。

そのうえで、各理事の基本報酬額につきましては役位や在任年数
等を、各理事の賞与額については前年度の業績等をそれぞれ勘案し、
当金庫の理事会において決定しております。また、各監事の基本報
酬額につきましては、監事の協議により決定しております。

【退職慰労金】
退職慰労金につきましては、在任期間中に毎期引当金を計上し、退

任時に総代会で承認を得た後、支払っております。
なお、当金庫では、全役員に適用される退職慰労金の支払いに関

して、主として決定方法を規程で定めております。
⑵2022年度における対象役員に対する報酬等の支払総額

 （単位：百万円）
区　分 支払総額

対象役員に対する報酬等 98
（注）1．  対象役員に該当する理事は6名、監事は1名です。（期中に退

任した者を含む）
　2．  上記の内訳は、「基本報酬」77百万円、「賞与」2百万円、「退

職慰労金」17百万円となっております。なお、「賞与」は当年
度中に支払った賞与のうち当年度に帰属する部分の金額（過
年度に繰り入れた引当金分を除く）です。

「退職慰労金」は、当年度中に支払った退職慰労金（過年度に
繰り入れた引当金分を除く）と当年度に繰り入れた役員退職
慰労引当金の合計額です。

　3．  使用人兼務役員の使用人としての報酬等を含めております。
⑶その他

「信用金庫法施行規則第132条第1項第6号等の規定に基づき、報
酬等に関する事項であって、信用金庫等の業務の運営又は財産の状
況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官が別に定めるものを
定める件」（平成24年3月29日付金融庁告示第22号）第2条第1項第
3号、第4号、及び第6号並びに第3条第1項第3号、第4号、及び第6
号に該当する事項はありませんでした。

2．対象職員等
当金庫における報酬体系の開示対象となる「対象職員等」は、

当金庫の非常勤役員、当金庫の職員、当金庫の主要な連結子法
人等の役職員であって、対象役員が受ける報酬等と同等額以上の
報酬等を受ける者のうち、当金庫の業務及び財産の状況に重要な
影響を与える者をいいます。

なお、2022年度において、対象職員等に該当する者はいませ
んでした。
（注）1．  対象職員等には、期中に退任・退職した者も含めております。

2． 「主要な連結子法人等」とは、当金庫の連結子法人等のうち、
当金庫の連結総資産に対して2％以上の資産を有する会社等
をいいます。

3． 「同等額」は、2022年度に対象役員に支払った報酬等の平均
額としております。

4．  2022年度において対象役員が受ける報酬等と同等額以上の
報酬等を受ける者はいませんでした。




